
要 約
企業会計審議会により2011年3月に公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基

準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」
では，内部統制の評価範囲の決定について，⒜財務諸表の重要な勘定科目がどのような業務プロ
セス及びシステムと関連しているか，⒝システムの機能の概要，⒞どの部署で利用されているか
等について整理しなければならないと述べられている。本研究では，このような会計処理の過程
における，発注，出荷，受領，請求および支払といった一連の業務プロセスについて，⒜勘定科
目，⒝システムの機能，⒞部署について整理した。IAS18に従えば，物品販売の場合には，「物
品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を企業が買手に移転したこと」を伝える受領メッセー
ジを受信した時点で収益が認識されることになるのである。まとめとして，IAS18に従った収益
認識時点を考慮に入れて，「内部統制の評価範囲の決定に利用される評価範囲一覧表」を作成し
ている。
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1．はじめに

企業会計審議会は2011年3月に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務

報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（以降，改訂

意見書と省略する）を公表している1。改訂意見書は「財務報告に係る内部統制の評価及び監

査の基準」（以降，改訂基準と省略する）と「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す

る実施基準」（以降，改訂実施基準と省略する）とからなっており，「ITへの対応」と「内部

統制の目的」との関連について述べている。2012年1月，メガネスーパーは在庫管理システム

の不備により，棚卸資産を過大計上していたことが判明し，2009年4月期から2011年5～10月

期までの有価証券報告書と四半期報告書を訂正した。原因は，経営陣が情報システムを軽視し，

在庫管理システムの不備を放置したことにある。商品の経年変化をシステムによって把握でき

ず，適正な在庫評価額を計算できなかったのである2。このように，ITへの対応が不適切であ

〔論 説〕

1 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．2．
2 日経コンピュータ，2012年03月29日号，pp．124‐126．
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図表1 内部統制の定義

る場合に，不適切な会計処理につながる。

本研究では，改訂意見書で定義される内部統制の6番目の要素である「ITへの対応」につ

いて検討する。

2．内部統制の定義

金融商品取引法第24条の4の4に，財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保する

ための体制の評価として，「事業年度ごとに，当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定

める体制について，内閣府令で定めるところにより評価した報告書（以下「内部統制報告書」

という）を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない」とされている。

改訂基準では内部統制を次のように定義している。内部統制とは，基本的に，業務の有効性

及び効率性，財務報告の信頼性，事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目

的が達成されているとの合理的な保証を得るために，業務に組み込まれ，組織内のすべての者

によって遂行されるプロセスをいい，統制環境，リスクの評価と対応，統制活動，情報と伝達，

モニタリング（監視活動）及び IT（情報技術）への対応の6つの基本的要素から構成される3。

図表1の左側に示されるように，内部統制が達成すべき目的として，⑴業務の有効性及び効

率性，⑵財務報告の信頼性，⑶事業活動に関わる法令等の遵守，そして⑷資産の保全の4つを

掲げている4。この目的を達成するためのプロセスが内部統制であり，図表1の右側に示され

るように，⑴統制環境，⑵リスクの評価と対応，⑶統制活動，⑷情報と伝達，⑸モニタリング，

3 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．8．（改定基準 p．2．）
4 改定基準ではこれらの目的について次のように述べている。⑴業務の有効性・効率性は事業活動の目的を達
成するために業務の有効性・効率性を高めることである。⑵財務報告の信頼性は財務諸表・財務諸表に重要な
影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することである。⑶事業活動に関わる法令等の遵守は事業活動
に関わる法令その他の規範の遵守を促進することである。⑷資産の保全は資産の取得，使用及び処分が正当な
手続及び承認の下に行われるよう，資産の保全を図ることである。企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．8．
（改定基準 p．2．）
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そして⑹ITへの対応の6つの要素で構成されている5。本研究では，6番目の要素である「IT

への対応」について検討する。

3．IT への対応

改訂実施基準では「内部統制の目的」と「ITへの対応」との関連について，「ITへの対応

は，内部統制の他の基本的要素と必ずしも独立に存在するものではないが，組織の業務内容が

ITに大きく依存している場合や組織の情報システムが ITを高度に取り入れている場合等には，

内部統制の目的を達成するために不可欠の要素として，内部統制の有効性に係る判断の規準と

なる」と記述している6。ITへの対応は，内部統制の目的を達成するために不可欠の要素であ

る。

改訂実施基準では，ITへの対応を「IT環境への対応」と「ITの利用及び統制」とに分け

ている。

IT環境への対応について，IT環境を「組織が活動する上で必然的に関わる内外の ITの利

用状況のことである」として7，「組織を取り巻く IT環境を適切に理解し，それを踏まえて，IT

の利用及び統制について適切な対応を行う必要がある」としている8。IT環境は，図表2にお

いて外側の大きな円で示される組織外の ITの利用状況と内側の小さな円で示される組織内の

ITの利用状況として示されている。このように，ITは組織内外に環境として存在しているの

である。

ITの利用について，「組織内において，内部統制の他の基本的要素の有効性を確保するため

に ITを有効かつ効率的に利用すること」とし9，そして ITの統制については，「組織内におい

て業務に体系的に組み込まれてさまざまな形で利用されている ITに対して，組織目標を達成

5 また，要素について次のように述べている。⑴統制環境は組織の気風を決定し，組織内のすべての者の統制
に対する意識に影響を与え，他の基本的要素の基礎をなし，リスクの評価と対応，統制活動，情報と伝達，
モニタリング及び ITへの対応に影響を及ぼす基盤である。⑵リスクの評価と対応は組織目標の達成に影響
を与える事象について，その達成を阻害する要因をリスクとして識別，分析及び評価し，当該リスクへの適
切な対応を行う一連のプロセスである。⑶統制活動は経営者の命令・指示が適切に実行されることを確保す
るために定める方針及び手続である。⑷情報と伝達は必要な情報が識別，把握及び処理され，組織内外及び
関係者相互に正しく伝えられることを確保することである。⑸モニタリングは内部統制が有効に機能してい
ることを継続的に評価するプロセスである。⑹ITへの対応は組織目標を達成するために予め適切な方針及
び手続を定め，それを踏まえて，業務の実施において組織内外の ITに対し適切に対応することである。企
業会計審議会内部統制委員会（2011）pp．9‐14．（改定基準 pp．3‐8．）

6 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．46．（改訂実施基準 p．15．）
7 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．46．（改訂実施基準 p．15．）
8 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．46．（改訂実施基準 p．15．）
9 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．47．（改訂実施基準 p．16．）
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するために，予め適切な方針及び手続を定め，内部統制の他の基本的要素をより有効に機能さ

せること」としている10。図表2に示されているように，組織内外に存在している ITに対し

て，内部統制の他の基本的要素の有効性を確保するために，方針と手続を設定して（ITの統

制），効率的に利用する（ITの利用）。このような ITの利用及び統制は，内部統制の他の基本

的要素と密接不可分の関係を有しているために，これらと一体となって評価も行われるのであ

る11（ITの評価）。

4．IT を利用した内部統制の評価

4‐1．IT の内部統制の評価

組織の情報システムに ITが利用されている場合には，業務プロセスにおいてデータが処理

されて，情報が作成される。その情報が会計システムの入力として反映されるのである。この

場合，業務プロセスと会計システムとで作成される情報の信頼性を確保するために，経営者は

内部統制を評価することが必要である。この内部統制には，Aコンピュータで自動化されてい

る内部統制と，B人間とコンピュータでの処理が一体となって機能する内部統制とがある。IT

の統制は，⒜全般統制と⒝業務処理統制とに分けられる。この2つを評価する必要がある12。IT

に係る全般統制とは，業務処理統制が有効に機能する環境を保証するための統制活動を意味し

ており，通常，複数の業務処理統制に関係する方針と手続をいう13。ITに係る業務処理統制と

10 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．47．（改訂実施基準 p．16．）
11 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．14．（改訂基準 p．8．）
12 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．79．（改訂実施基準 p．48．）
13 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．50．（改訂実施基準 p．19．）

図表2 IT 環境への対応
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図表3 IT の内部統制の評価

図表4 評価範囲の決定

は，業務を管理するシステムにおいて，承認された業務がすべて正確に処理，記録されること

を確保するために業務プロセスに組み込まれた ITに係る内部統制である14。内部統制と ITの

統制との関係は図表3に示される。

図表3に示されるように，⒜全般統制と⒝業務処理統制に対して，Aコンピュータで自動化

されている内部統制か，あるいはB人間との処理が一体となって機能する内部統制により，経

営者は ITの内部統制を評価する必要がある。

4‐2．評価範囲の決定

改訂実施基準では，ITの内部統制の評価範囲の決定について次のように述べている15。

① 財務報告に係る内部統制に関連するシステムの対象範囲を明確にする。

② 業務プロセスにおける取引の発生から集計，記帳といった会計処理の過程を確認する。

③ 財務諸表の重要な勘定科目がどのような業務プロセス及びシステムと関連しているか，

システムの機能の概要，どの部署で利用されているか等について整理する。

図表4左側に示される業務プロセスにおいて，取引が発生したとき，取引に関するデータが

図表4右下の会計システムに投入されるとともに，取引に関連した勘定科目も参照されるので

ある。

14 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．51．（改訂実施基準 p．20．）
15 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．79．（改訂実施基準 p．48．）
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その際には，「業務プロセスにおける取引の発生から集計，記帳といった会計処理の過程の

整理に加えて，システム間のデータの流れ等を，必要に応じ図や表を活用して把握・整理し，

また各業務プロセスで使用されているシステムの一覧を作成することが有用である」と述べて

いる16。

本研究では，ソフトウェアを利用する汎用モデリング言語として普及している統一モデリン

グ言語（Unified Modeling Language，以下UMLと省略する）を利用して，このような会計処

理の過程，システム間のデータの流れ等を記述する。

5．業務プロセスと会計システムの関係

業務プロセスと会計システムの関係について，電子データ交換（Electronic Data Interchange，

以下 EDI と省略する）を利用したシステム，ここでは，特に流通ビジネスメッセージ標準

（Business Message Standards，以下流通BMSと省略する）を取り上げて，説明する17。

流通 BMSでは，小売業と卸売業との間の取引における活動の意味を表す単位を「メッセー

ジ」と呼んでいる。流通BMSにおける業務プロセスと会計システムにおける会計処理の過程

の関係はアクティビティ図を用いると，図表5に示される。アクティビティ図はシステム内で

実行される過程を表わしている。アクティビティは黒塗りの円で描かれる開始ノードから開始

され，黒塗りの円のまわりにさらに円が描かれる終了ノードで終わる18。改訂実施基準で述べ

られている ITの内部統制の評価範囲の決定について，業務プロセスにおける取引の発生から

集計，記帳といった会計処理の過程を確認しなければならない19。図表5の上部に示されるよ

うに，EDI を利用した取引を始める際に，小売業は卸売業の商品マスターファイルをGDS20に

より伝達されている。

取引に関する業務プロセスには，いくつかのパターンがある21。ターンアラウンド型取引モ

デルは流通業界において，スーパー業界を中心に導入されている22。ターンアラウンド型取引

のプロセスは発注，出荷，受領，請求，支払の5つの段階からなる23。ターンアラウンド型取

16 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．79．（改訂実施基準 p．48．）
17 改訂実施基準には，参考2として事業Ａに係る卸売販売プロセスについての業務の流れ図が示されている。
企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．92．（改訂実施基準 p．61．）

18 Russ, Kim（2006）pp．43‐45，原（2008）pp．39‐40．
19 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．79．（改訂実施基準 p．48．）
20 GDS（Global Data Synchronization，商品マスターデータの国際的な同期化）は消費材メーカーから小売業
へ商品マスターデータを伝達するための国際的に自動化・標準化された仕組みの総称である。

21 ターンアラウンド型取引モデルはスーパー業界を中心に導入されている。百貨店では消化型取引業務プロセ
スモデルが広く行われている（流通システム開発センター（2008）pp．46‐48．）。

22 流通システム開発センター（2008）p．45．
23 岩谷（2002）p．68．
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引は，小売業からの発注の情報が起点になる。この情報のキーとなるのがメッセージの要素と

しての取引番号である。この番号が卸売業の出荷データへ引き継がれ，そして，小売業の受領

データに引き継がれる。さらに，この番号をもとに請求と支払時の不一致の原因を遡って調べ

ることができるのである24。このように，取引の発生は発注業務における発注を起点としてお

り，その情報は発注メッセージの要素に含まれている。

24 流通システム開発センター（2008）p．46．

図表5 業務プロセスと会計システム
出所）金川一夫（2011）p．38．一部修正。
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図表6 注文のクラス図
出所）金川一夫（2011）p．33．一部修正。

6．取引に関する業務プロセス

改訂実施基準で述べられている ITの内部統制の評価範囲の決定について，⒜財務諸表の重

要な勘定科目がどのような業務プロセス及びシステムと関連しているか（勘定科目），⒝シス

テムの機能の概要（システムの機能），⒞どの部署で利用されているか（部署）等について整

理しなければならない25。図表5に示されるように，取引に関する業務プロセスには，発注，

出荷，受領，請求および支払といった一連の業務がある。これらの業務の発生順に，⒜勘定科

目，⒝システムの機能，⒞部署について整理する。

6‐1 発注業務

一般の消費者を対象とした現金売りを行う小売業の会社において，購買部門担当者は，売上

状況と在庫状況を確認したうえで，販売するための商品を卸売業の会社における営業部門担当

者に発注する。

この発注の段階で企業識別（会社名，納品場所，売場），商品識別（商品名，規格，売価，

原価率），日付，番号，金額，数量が決定され，発注メッセージが作成される26。小売業の会社

から卸売業の会社への発注についてのクラス図は図表6に示される。クラス名の上には“＜＜

＞＞”で囲まれたステレオタイプ（Stereotype）を付けている27。

図表6に示されるように，発注メッセージは小売業の購買部門担当者から卸売業の営業部門

担当者に伝達される。クラス間の線につけられている矢印は，その方向にのみ関連

25 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．79．（実施基準 p．48．）
26 岩谷（2002）p．69．
27 Russ, Kim（2006）p．17，原（2008）p．16．
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図表7 出荷指示のクラス図
出所）金川一夫（2011）p．34．一部修正。

（association）があることを示している28。

6‐2 出荷業務

小売業からの発注メッセージを受取った卸売業の営業部門担当者は，物流部門担当者に商品

の出荷を指示する。物流部門担当者はこの出荷指示にしたがって商品を出荷する29。卸売業の

営業部門から物流部門への出荷指示についてのクラス図は図表7に示される。図表7に示され

るように，発注メッセージは卸売業の営業部門担当者から流通部門担当者に伝達される。

出荷にあたって，商品が梱包される。この出荷の段階で出荷荷姿情報が追加され，出荷メッ

セージが作成される。図表8に示されるように，卸売業の物流部門担当者から小売業の検収部

門担当者にこの出荷メッセージが伝達される。これはASN（Advanced Ship Notice Message：

事前出荷明細）メッセージと呼ばれ，出荷する商品の個別の明細を，商品を配送する前に，配

28 これを誘導可能性（navigability）と呼んでいる。Russ, Kim（2006）pp．85‐86，原（2008）pp．82‐84．
29 現在では，この物流部分について社外に委託しているケースも多い。

図表8 事前出荷のクラス図
出所）金川一夫（2011）p．34．一部修正。
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送先に通知するためのメッセージである30。

このASNメッセージは物流ラベルと関連づけられている。物流ラベルとは，SCM（Shipping

Carton Marking：出荷梱包表示）ラベルであり，店別仕分け，スキャン機能をもった情報を

バーコード等により記して，荷物に添付されるラベルである31。

このように，発注メッセージと出荷メッセージであるASNメッセージは関連づけられてお

り，ASNメッセージと商品に添付される SCMラベルは関連づけられている。

6‐3 受領業務

卸売業から小売業に商品が配送されたとき，小売業の検収部門担当者は事前に送られている

ASNメッセージの情報と SCMラベルの情報を照合した上で受領メッセージを作成する。こ

の受領メッセージが小売業の検収部門担当者から卸売業の物流部門担当者に伝達される。小売

業の会社から卸売業の会社への受領についてのクラス図は図表9に示される。引渡しの事実を

30 流通システム開発センター（2008）p．153．
31 流通システム開発センター（2008）p．155，新宮他（2010）p．12．

図表9 受領のクラス図
出所）金川一夫（2011）p．35．一部修正。
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確認した後に，適用される売上高の計上基準に基づいて，売上が計上される。

国際会計基準審議会（International Accounting Standards Boad）32は2010年12月に国際会計

基準18号（以下，IAS18と略す）「収益」33を公表した。これは，いつ収益を認識するかを決定

することについて述べている。そこでは，次の基準が物品販売の取引から生ずる収益の会計処

理に適用されなければならないとしている。

物品の販売からの収益は，次の条件すべてが満たされたときに認識しなければならない。

⒜ 物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を企業が買手に移転したこと

⒝ 販売された物品に対して，所有と通常結び付けられる程度の継続的な管理上の関与も実

質的な支配も企業が保持していないこと

⒞ 収益の額を，信頼性をもって測定できること

⒟ その取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと

⒠ その取引に関連して発生した又は発生する原価を，信頼性をもって測定できること34

従って，物品販売の場合には，「物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を企業が買手

に移転したこと」を伝える受領メッセージを受信した時点で収益を認識することになる。図表

9に示されるように，受領の段階における記録事項は売上帳，仕入帳，売掛金元帳，買掛金元

帳，商品有高帳及び総勘定元帳に入力される。総勘定元帳の勘定科目は，卸売業では，売上と

売掛金であり，小売業では，買掛金と仕入である。

6‐4 請求業務

卸売業において，請求は営業部門担当者と異なる者により実施されることが望ましい。その

ため，経理部門で担当される。小売業の経理部門担当者と定めた月の一定日（締日）までの取

引を集計して，請求金額を求める。したがって，請求の処理は締日を基準にして行われる。卸

売業の経理部門から小売業の経理部門への請求についてのクラス図は図表10に示される。

一方，企業の決算日は通常月末日であるから，請求の処理とは別に期末時点の売上債権を確

32 国際会計基準委員会(International Accounting Standards Committee)は1973年6月に設立され2001年3月ま
で国際会計基準(International Accounting Standards)を作成してきた。これを改組し，国際会計基準委員会
財団(International Accounting Standards Committee Foundation)が2001年3月に組織され，この財団の下に
国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board)，評議員会(Trustees)，基準諮問会議
(Standards Advisory Council)および国際財務報告解釈指針委員会(International Financial Reporting
Interpretations Committee)という組織を運営している（安藤（2007）p．2）。

33 IASB（2011）p.A567．
34 IASB（2011）p.A574．
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定させる処理を用意しなければならない。

6‐5 支払業務

卸売業の会社からの小売業の会社の仕入では，信用取引が一般的である。債務の支払手段と

図表10 請求のクラス図
出所）金川一夫（2011）p．36．一部修正。

図11 支払のクラス図
出所）金川一夫（2011）p．37．一部修正。
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して一般的なものは銀行口座振込みであるが，その他に現金，小切手，受取手形による回収，

前受金，預かり保証金の充当，売掛金等債権との相殺処理等があるので，いずれの形態にも対

応できなければならない。

支払の金額をもとに取引明細ごとに債務の消込作業が行われる。支払時には，その証として

領収書を発行することになるが事務の簡素化および印紙税の節約のために銀行口座振込につい

ては領収書の発行を省略する場合がある。小売業の経理部門から卸売業の経理部門への支払に

ついてのクラス図は図表11に示される。

図表11に示されるように，支払の段階における記録事項は売掛金元帳，買掛金元帳及び総勘

定元帳に入力される。総勘定元帳の勘定科目は，卸売業では，売掛金と，現金，当座預金また

は受取手形等であり，小売業では，買掛金と，現金，当座預金または支払手形等である。

7．業務プロセスと会計データの一覧

以上のように，クラス図を用いてターンアラウンド型取引モデルにおけるメッセージの内容

の推移を説明して，業務プロセスと会計システム間の関係を明らかにした。このことにより，

発注の段階で発注メッセージに含まれる，企業識別，商品識別，日付，番号，金額，数量また

は重量の情報が，以降の各段階におけるメッセージに継承される過程が示され，この過程にお

いて，受領業務と支払業務の段階において，勘定科目が示されている。

ITを利用した内部統制の評価では，このような業務プロセスにおける取引の発生から集計，

記帳といった会計処理の過程の整理に加えて，システム間のデータの流れ等を，必要に応じ図

や表を活用して把握・整理し，また各業務プロセスで使用されているシステムの一覧を作成す

ることが有用である35としている。取引に関する業務プロセスについて，業務の発生順に，⒜

図表12 内部統制の評価範囲一覧表（小売業の場合）

業務
⒜勘定科目

⒝システムの機能 ⒞部署
借方 貸方

発注 ⑴在庫状況・売上状況を表示する 購買部門
⑵卸売業の会社へ発注明細情報を作成・送信する

出荷 ⑶卸売業の会社からの出荷明細情報を受信する 検収部門
受領 仕入 買掛金 ⑷卸売業の会社へ入荷の過不足情報を作成・送信する 検収部門

買掛金 仕入 ⑸仕入・値引き・返品・再仕入を記録する
請求 ⑹卸売業の会社からの代金請求情報を受信する 経理部門
支払 買掛金 当座預金 ⑺卸売業の会社へ代金支払情報を作成・送信する 経理部門

35 企業会計審議会内部統制委員会（2011）p．79．（実施基準 p．48．）
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図表13 内部統制の評価範囲一覧表（卸売業・出荷基準の場合）

業務
⒜勘定科目

⒝システムの機能 ⒞部署
借方 貸方

発注 ⑴小売業の会社からの発注明細情報を受信する 営業部門
出荷 ⑵営業部門担当者が物流部門担当者に出荷を指示する 営業部門

⑶小売業の会社へ出荷明細情報を作成・送信する 物流部門
受領 売掛金 売上 ⑷小売業の会社からの入荷の過不足情報を受信する 物流部門

売上 売掛金 ⑸売上・値引き・返品・再売上を記録する
請求 ⑹小売業の会社へ代金請求情報を作成・送信する 経理部門
支払 当座預金 売掛金 ⑺小売業の会社からの代金支払情報を受信する 経理部門

勘定科目，⒝システムの機能，⒞部署について整理した一覧は，図表12と図表13に示される。

図表12と図表13に示されるように，小売業と卸売業の取引に関する業務プロセスについて発

注，出荷，受領，請求および支払といった一連の業務の発生順に，⒜勘定科目，⒝システムの

機能，⒞部署を整理している。図表12の第1欄は取引における業務，第2欄は取引において発

生する勘定科目，第3欄は業務を処理するシステムの機能，第4欄は業務を担当する部署を示

している。図表6の注文のクラス図において，小売業の購買部門担当者から卸売業の営業部門

担当者に対して，発注メッセージが伝達されている。このことは，図表12の発注業務の欄に，

業務を担当する部署を購買部門，システムの機能を「⑴在庫状況・売上状況を表示する」「⑵

卸売業の会社へ発注明細情報を作成・送信する」として記載されている。そして，受領業務と

支払業務の欄において，会計データが記載されている。

売上の計上基準に検収基準を採用している場合，納品された商品などの内容を確認し，注文

した商品に間違いない場合に，取引相手へ書面などで意思表示をして，その通知を受け取った

時に収益や費用を認識する。図表13に示されるように，卸売業の会社は，物流部門から受け取っ

た検収記録等の証憑で納品の事実を証明したうえで，売上を計上する。流通BMSでは，受領

メッセージを受け取ることで納品の事実を証明される。

8．おわりに

企業会計審議会により2011年3月に公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の

基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見

書）」では，ITの内部統制の評価範囲の決定について，⒜財務諸表の重要な勘定科目がどのよ

うな業務プロセス及びシステムと関連しているか，⒝システムの機能の概要，⒞どの部署で利
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用されているか等について整理しなければならないと述べられている。

本研究では，UMLを利用して，このような会計処理の過程，システム間のデータの流れ等

を記述することを試みた。EDI を利用した取引を想定して，発注，出荷，受領，請求および

支払といった一連の業務プロセスについて，⒜勘定科目，⒝システムの機能，⒞部署について

整理するために，アクティビティ図とクラス図を作成した。図表9のクラス図に示されるよう

に，IAS18に従えば，物品販売の場合には，「物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を

企業が買手に移転したこと」を伝える受領メッセージを受信した時点で収益が認識されること

になるのである。IAS18に従った収益認識時点を考慮に入れて，「内部統制の評価範囲の決定

に利用される評価範囲一覧表」を作成した。
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